






























































































































13.2 会員は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保

有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたとき

は、次の場合を除き遅滞なく、本人に対し、書面を交付する方法(開示の求めを行った者が同意

した方法があるときは、当該方法)により、当該保有個人データを開示しなければならない。

ア 本人文は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

イ 会員の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

ウ 他の法令に違反することとなる場合

13.3 会員は、保有個人データの内容が事実でないという理由文は保有個人データがあらかじめ本

人の同意を得ないで利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱われ若しくは偽りその他不正な

手段で取得されたという理由で、これを訂正等文は利用停止等するように求められた場合は、遅

滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、保有個人データの訂正等文は利用停止等を行なわ

なければならない。

13.4 会員は、本人の保有個人データが、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供されてい

るという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であっ

て、その求めに理由があることが判明したときは、当該保有個人データの第三者の提供の停止に

多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止をすることが困難な場合で、あって、本人

の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときを除いて、遅滞なく当該保有

個人データの第三者への提供を停止しなければならない。

13.5 会員は、 13.3文は 13.4により訂正等、利用停止等文は第三者提供の停止を行った場合は、

遅滞なくその旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を本人に通知しなければならない。

13.6 会員は、保有個人データについて、本人からの 13.1の利用目的の通知、 13.2の開示、 13.3

の訂正等若しくは利用停止等文は 13.4の第三者への提供の停止の求め(以下「開示等の求め」

という。)の全部文は一部について、その措置をとらない旨の決定をしたときは、本人に対して

遅滞なくその旨を通知しなければならない。また、その際にはその理由を説明するよう努めなけ

ればならない。

13.7 会員は、保有個人データについて、開示等の求めを受け付ける方法として次の事項を定める

ことができる。

ア 開示等の求めの申出先

イ 開示等の求めに際して提出すべき書面の様式その他の開示等の求めの方式

ウ 手数料(13.3の規定に基づく保有個人データの訂正等及び利用停止等並びに 13.4の規定に

基づく第三者への提供の停止に係るものを除く。)の金額(実費等を勘案して合理的であると

認められる範囲内のものに限る。)及び手数料の収受方法

エ 開示等の求めをする者が本人文は代理人であることの確認の方法
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13.8 会員は、次に掲げる代理人から開示等の求めがあった場合は、その求めに応じなければなら

ない。

13.8 (1) 未成年者文は成年被後見人の法定代理人

13.8 (2) 開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人

13.9 13.7で会員が定める方法は、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなけれ

ばならない。

(第25条、第26条、第27条、第28条、第29条及び第30条関連)

(国交省ガイドライン第13条から第19条)

1 4.会員による苦情の処理

会員は、個人情報の取扱いに関して、苦情・相談を受けた場合は、その適切かつ迅速な処理に努

めなければならない。

(法第31条関連)

(国交省ガイドライン第20条)

1 5.登録行政庁への報告

会員は、 8.4に掲げるほか、登録行政庁から、個人情報の取扱いに関し報告を求められた場合は、

迅速に対応しなければならない。

(法第32条関連)

1 6.全旅協への報告義務

会員は、全旅協から、個人情報の取扱いに関し報告を求められた場合は、迅速に対応しなければ

ならない。

(法第42条関連)

1 7. ガイドラインの更新

会員は、全旅協からのガイドラインの変更通知に留意し、当ガイドラインの内容の最新内容につ

いて随時確認を行わなければならない。

1 8.個人情報保護法準拠

このガイドラインに定めのない事項は法の定めるところによる。

(法第43条関連)

1 9. ブρライパシーポリシ一等の策定

会員は、以下の事項を参考として「個人情報の保護に関する考え方や方針に関する宣言J(いわ

ゆる、プライバシーポリシ一、プライバシーステートメント等)を策定し、ホームページへの掲載

等により公表することが望ましい。
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19.1 事業の内容及び規模を考慮した適切な個人情報の取扱いに関する次の事項

ア 会員の氏名文は名称

イ 取得する個人情報の利用目的(法第18条関係)

ウ 個人データを本人の同意なく第三者に提供する場合は6.2(1)に掲げる事項(法第23条第

2項及び第3項関係)

エ 個人データを共同利用する場合は6.3(1)に掲げる事項(法第23条第4項第3号及び第5

項関係)

オ 保有個人データに関する 12.クから 12.コまでに掲げる事項(法第24条関係)

カ 開示等の求めに応じる手続に関する 13.7アから 13.7エまでに掲げる事項(法第29条関係)

19.2 個人情報の保護に関する法律を道守すること

19.3 個人情報の安全管理措置に関すること

19.4 コンブライアンス・プログラムの継続的改善に関すること

附則(平成18年1月24日)

1. このガイドラインは、平成18年1月24日に発効する。

司
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国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン
(平成十六年十二月二日国土交通省告示第千五百号)

(趣旨)

第一条 このガイドラインは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」

という。)第七条第一項の規定に基づき定められた「個人情報の保護に関する基本方針J(平成十六

年四月二日閣議決定)を受け、また、法第八条の規定に基づき、国土交通省が所管する分野及び法

第三十六条第一項ただし書により指定を受けた分野(以下「国土交通省所管分野」という。)にお

ける事業者等が講ずべき措置について、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定める

ものである。

(適用範囲)

第二条 このガイドラインは、国土交通省所管分野における事業者等が個人情報の適正な取扱いの確

保に関して行う活動に対して適用する(次項及び第三項に規定する場合を除く)。

2 雇用管理(船員に係るものを除く。)に関しては、「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを

確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針J(平成十六年厚生労働省告示第二百五十九号)

によるものとする。

3 船員の雇用管理に関しては、 f船員の雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するため

に事業者が講ずべき措置に関する指針J(平成十六年国土交通省告示第千百八十一号)によるもの

とする。

(定義)

第三条 このガイドラインにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ

る。

一個人情報 生存する個人に関する'情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

の記述等により特定の個人を識別するととができるもの(他の情報と容易に照合することがで

き、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

二個人情報データベース等 個人'情報を含む'情報の集合物で、あって、次に掲げるものをいう。

イ 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

ロ 電子計算機を用いていない場合であっても、紙面で処理した個人情報を一定の規則(例え

ば、五十音順、年月日順等)に従って整理・分類することにより、特定の個人情報を容易に検

索することができるよう、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態

に置いているもの

一 個人情報取扱事業者 個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、

次に掲げる者を除く。

イ国の機関

口 地方公共団体
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ハ 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二

条第一項に規定する独立行政法人等

ニ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法

人

ホ その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定

の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報デー

タベース等で個人情報として氏名文は住所若しくは居所(地図上文は電子計算機の映像面上

において住所文は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる場

合で、あって、これを編集し、文は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情

報データベース等の全部文は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除

く。)の合計が過去六ヶ月以内のいずれの日においても五千を超えない者

四個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

五保有個人データ 個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、

消去及び第三者への提供の停止を行うことができる権限を有する個人データをいう。ただし、次

のイ又はロの場合を除く。

イ 当該個人データの存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして、

次に掲げるもの。

(ー) 本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの

(二) 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの

(三) 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ文

は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの

(四) 犯罪の予防、鎮圧文は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがある

もの

ロ 六ヶ月以内に消去する(更新することは除く。)こととなるもの。

六本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(利用目的の特定)

第四条個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目

的」という。)をできる限り特定しなければならない。

2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有す

ると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(取得に際しての利用目的の通知等)

第五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表してい

る場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、文は公表しなければならない。

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契

約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方

式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得す
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る場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、

本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護の

ために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知

し、文は公表しなければならない。

4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

一 利用目的を本人に通知し、文は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他

の権利利益を害するおそれがある場合

二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利文は正当な

利益を害するおそれがある場合

三 国の機関文は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場

合で、あって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼす

おそれがあるとき。

四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

(利用目的による制限)

第六条個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、第四条の規定により特定された

利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱つてはならない。

2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継するこ

とに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個

人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。

3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

一法令に基づく場合

二 人の生命、身体文は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困

難であるとき。

三 公衆衛生の向上文は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同

意を得ることが困難であるとき。

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに

対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を

及ぼすおそれがあるとき。

(適正な取得)

第七条個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

(データ内容の正確性の確保)

第八条個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最

新の内容に保つよう努めなければならない。

F
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(安全管理措置)

第九条個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損(以下「漏えい等」

という。)の防止その他の個人データの安全管理のため、組織的、人的、物理的及び技術的安全管

理措置を講じなければならない。その際、本人の個人データが漏えい等をした場合に本人が被る権

利利益の侵害の大きさを考慮し、必要かつ適切な措置を講じるものとする。

2 個人情報取扱事業者は、組織的安全管理のために次に掲げる事項について措置を講ずるよう努め

るものとする。

個人情報保護管理者の設置

一 個人データの安全管理措置を講じるための組織体制の整備

一 個人データの安全管理措置を定める規程等の整備と規程等に従った運用

四 個人データ取扱台帳の整備

五 個人データの安全管理措置の評価、見直し及び改善

六 事故文は違反への対処について手続きの策定

3 個人情報取扱事業者は、人的安全管理のために次に掲げる事項について措置を講ずるよう努める

ものとする。

ー 従業者の雇用及び委託契約時における非開示契約の締結

二従業者に対する教育、啓発の実施

4 個人情報取扱事業者は、物理的安全管理のために次に掲げる事項について措置を講ずるよう努め

るものとする。

入退館(室)管理の実施

二盗難等に対する対策

三機器、装置等の物理的な保護

5 個人情報取扱事業者は、技術的安全管理のために次に掲げる事項について措置を講ずるよう努め

るものとする。

個人データへのアクセスにおける識別と認証

一 個人データへのアクセス制御

一 個人データへのアクセス権限の管理

四 個人データのアクセスの記録

五 個人データを取り扱う情報システムに対する不正ソフトウェア対策

六 個人データの移送・通信時の対策

七 個人データを取り扱う情報システムの動作確認時の対策

八 個人データを取り扱う情報システムの監視

(従業者の監督)

第十条個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人

データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならな

し、。
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(委託先の監督)

第十一条個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部文は一部を委託する場合は、その取扱

いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監

督を行わなければならない。

2 個人情報取扱事業者は、個人情報の保護について十分な措置を講じている者を委託先として選定

するための基準を設けるよう努めるものとする。

3 個人情報取扱事業者は、前項の規定を遵守するために次に掲げる事項について委託契約時に明確

化に努めるものとする。

一 個人データの安全管理に関する事項。例えば次に掲げる事項。

イ 個人データの漏えい等の防止、盗用の禁止に関する事項

ロ 委託契約範囲外の加工、利用の禁止

ハ委託契約範囲外の複写、複製の禁止

一 委託処理期間

ホ 委託処理終了後の個人データの返還・消去・破棄に関する事項

一 個人データの取扱いの再委託を行うに当たっての委託元への報告とその方法

一 個人データの取扱い状況に関する委託者への報告の内容及び頻度

四 委託契約の内容、期聞が遵守されていることの確認

五 委託契約の内容、期間が遵守されなかった場合の措置

六 個人データの漏えい等の事故が発生した場合の報告・連絡に関する事項

七 個人データの漏えい等の事故が発生した場合における委託元と委託先の責任の範囲

(第三者提供の制限)

第十二条個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、

個人データを第三者に提供してはならない。

一法令に基づく場合

二 人の生命、身体文は財産の保護のために必要がある場合で、あって、本人の同意を得ることが困

難であるとき。

三 公衆衛生の向上文は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で、あって、本人の同

意を得ることが困難であるとき。

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに

対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得るととにより当該事務の遂行に支障を

及ぼすおそれがあるとき。

2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人

が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事

項について、あらかじめ、本人に通知し、文は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前

項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。

第三者への提供を利用目的とすること。

二 第三者に提供される個人データの項目

7
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三第三者への提供の手段文は方法

四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

3 個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容に

ついて、あらかじめ、本人に通知し、文は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

4 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用について

は、第三者に該当しないものとする。

一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部文は

一部を委託する場合

二合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合

三 個人データを特定の者との聞で共同して利用する場合で、あって、その旨並びに共同して利用さ

れる個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データ

の管理について責任を有する者の氏名文は名称について、あらかじめ、本人に通知し、文は本人

が容易に知り得る状態に置いているとき。

5 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的文は個人データの管理につ

いて責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、

本人に通知し、文は本人が容易に知り得る状態に置かなくてはならない。

(保有個人データに関する事項の公表等)

第十三条個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得

る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。

一 当該個人情報取扱事業者の氏名文は名称

二 すべての保有個人データの利用目的(第五条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除

く。)

三 次項、次条第一項、第十五条第一項文は第十六条第一項若しくは第二項の規定による求めに応

じる手続(第十九条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)

四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として次

に掲げるもの。

イ 当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先

ロ 当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該

認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先

2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求

められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のい

ずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合

二 第五条第四項第一号から第三号までに該当する場合

3 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない

旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
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(開示)

第十四条個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本

人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を

求められたときは、本人に対し、書面の交付(開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、

当該方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示する

ことにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。

本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

三 他の法令に違反する乙ととなる場合

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について

開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

3 他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が

識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部文は一

部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。

(訂正等)

第十五条個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実で

ないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加文は削除(以下この条において

「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別

の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調

査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一

部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞

なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。

(利用停止等)

第十六条個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第六条の規定

に違反して取り扱われているという理由文は第七条の規定に違反して取得されたものであるという

理由によって、当該保有個人データの利用の停止文は消去(以下この条において「利用停止等」と

いう。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正す

るために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。た

だし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うこ

とが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき

は、乙の限りでない。

2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十二条第一項の規

定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供

の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該

保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三
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者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合

であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りで

ない。

3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部に

ついて利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、文は前項の規

定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき

若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通

知しなければならない。

(理由の説明)

第十七条個人情報取扱事業者は、第十三条第三項、第十四条第二項、第十五条第二項文は前条第三

項の規定により、本人から求められた措置の全部文は一部について、その措置をとらない旨を通知

する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明する

よう努めなければならない。

(開示等の求めに応じる手続)

第十八条個人情報取扱事業者は、第十三条第二項、第十四条第一項、第十五条第一項文は第十六条

第一項若しくは第二項の規定による求め(以下この条において「開示等の求め」という。)に関し、

次の各号に掲げるとおり、その求めを受け付ける方法を定めることができる。乙の場合において、

本人は、当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならない。

一開示等の求めの申出先

二 開示等の求めに際して提出すべき書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録を含む。)の様式その他の開示等の求めの方式

三 開示等の求めをする者が本人文は第三項に規定する代理人であることの確認方法

四第十九条第一項の手数料の徴収方法

2 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特

定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本

人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定するに資す

る情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。

3 開示等の求めは、次に掲げる代理人によってすることができる。

一 未成年者文は成年被後見人の法定代理人

二 開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人

4 個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続きを定めるに当たって

は、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。

(手数料)

第十九条個人情報取扱事業者は、第十三条第二項の規定による利用目的の通知文は第十四条第一項

の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。
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2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であ

ると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。

(個人情報取扱事業者による苦情の処理)

第二十条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなけ

ればならない。

2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならな

し1。

(漏えい等が発生した場合の対応)

第二十一条個人情報取扱事業者は、個人データの漏えい等が発生した場合は、事実関係を本人に速

やかに通知するものとする。

2 個人情報取扱事業者は、個人データの漏えい等が発生した場合は、二次被害の防止、類似事案の

発生回避等の観点から、可能な限り事実関係等を公表するものとする。

3 個人情報取扱事業者は、個人データの漏えい等が発生した場合は事実関係を国土交通省に直ちに

報告するものとする。

附則

(施行期日)

第一条 このガイドラインは平成十七年四月一日より適用する。

(個人情報取扱事業者以外の事業者等による個人情報の取扱い)

第二条 国土交通省所管分野における事業者等であって、個人情報を取り扱うもののうち、第三条第

三号ホの規定により個人情報取扱事業者に該当しないとされるものについても、乙のガイドライン

に準じて、その適正な取扱いの確保に努めるものとする。

(個人情報取扱事業者による措置)

第三条 個人情報取扱事業者は、必要があると認めるときは、このガイドラインの趣旨を踏まえ、各

分野における事情を勘案した指針等を作成、公表し、これを遵守するよう努めるものとする。

(見直し)

第四条 このガイドラインは、社会情勢の変化、国民の意識の変化、技術動向の変化等諸環境の変化

を踏まえて見直しを図られるものとする。
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運観旅第631号

平成12年 12月8日

(社)全国旅行業協会会長 殿

運輸省運輸政策局観光部旅行振興課

緊急時における旅行者の安全の確保等に関する措置について

最近、海外における日本人海外旅行者が巻き込まれた事件、事故の増加に伴い、取り扱い旅行業者

が報道機関との対応を迫られるケースも増加している。

事故や犯罪被害に際しては、旅行参加者の個人情報が公開された場合、犯罪行為を助長して被害者

に一層の危険が及ぶ恐れがあること、旅行参加者及びその家族等のプライバシーが侵害され、迷惑を

被る恐れがあること等を鑑みれば、その取り扱いには十分な配慮が求められるところである。

ついては、下記のとおり通知するので、貴協会においてその趣旨を踏まえ対応方針を策定するとと

もに、当該対応方針を傘下会員の各営業所の従業員、添乗員及び現地手配会社に徹底するよう、傘下

会員に十分周知願いたい。

寸巳==ロ

1. 旅行参加者名簿等個人に関する各種情報は、上記のとおり旅行参加者及びその家族に与える影

響が大きいことから、その取り扱いは、最大限慎重に行うこと。また、対応に疑義が生じた場合

は、旅行業協会に照会すること。

2. 事件・事故が発生した場合の旅行業法施行要領に基づく報告は、可能な限り速やかに行うこ

と。

3. 事件・事故に対応するため、危機管理に関するマニュアルを作成し、これに基づき従業員教育

を徹底し、適切に対処すること。

つd
ヴ

I



ー-74一一



「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を

対象とするガイドライン」で説明された安全管理措置
(r個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野

を対象とするガイドラインJ(平成十六年十月二十二日

厚生労働省・経済産業省告示第四号)からの抜粋)

個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失文はき損の防止その他の個人デー

タの安全管理のため、組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理措置を講じなければならない(1.

(4)※電話帳、カーナピゲーションシステム等の取扱いについての場合を除く。)。その際、本人の

個人データが漏えい、滅失又はき損等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事

業の性質及び個人データの取扱状況等に起因するリスクに応じ、必要かつ適切な措置を講じるものと

する。なお、その際には、個人データを記録した媒体の性質に応じた安全管理措置を講じることが望

ましい。

【必要かつ適切な安全管理措置を講じているとはいえない場合】

事例1) 公開されることを前提としていない個人データが事業者のウェブ画面上で不特定多数に

公開されている状態を個人情報取扱事業者が放置している場合

事例2) 組織変更が行われ、個人データにアクセスする必要がなくなった従事者が個人データに

アクセスできる状態を個人情報取扱事業者が放置していた場合で、その従事者が個人デー

タを漏えいした場合

事例3) 本人が継続的にサービスを受けるために登録していた個人データが、システム障害によ

り破損したが、採取したつもりのバックアップも破損しており、個人データを復旧できず

に滅失文はき損し、本人がサービスの提供を受けられなくなった場合

事例4) 個人データに対してアクセス制御が実施されておらず、アクセスを許可されていない従

業者がそこから個人データを入手して漏えいした場合

事例5) 個人データをバックアップした媒体が、持ち出しを許可されていない者により持ち出し

可能な状態になっており、その媒体が持ち出されてしまった場合

組織的安全管理措置

組織的安全管理措置とは、安全管理について従業者(法第21条参照)の責任と権限を明確に定め、

安全管理に対する規程や手順書(以下「規程等」という。)を整備運用し、その実施状況を確認する

ことをいう。
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【組織的安全管理措置として講じなければならない事項】

① 個人データの安全管理措置を講じるための組織体制の整備

② 個人データの安全管理措置を定める規程等の整備と規程等に従った運用

③ 個人データの取扱い状況を一覧できる手段の整備

④ 個人データの安全管理措置の評価、見直し及び改善

⑤ 事故又は違反への対処

【各項目について講じることが望まれる事項】

① 個人データの安全管理措置を講じるための組織体制の整備をする上で望まれる事項

従業者の役割・責任の明確化

※ 個人データの安全管理に関する従業者の役割・責任を職務分掌規程、職務権限規程等

の内部規程、契約書、職務記述書等に具体的に定めることが望ましい。

・ 個人情報保護管理者(いわゆる、チーフ・プライバシー・オフィサー (CPO))の設置

・ 個人データの取扱い(取得・入力、移送・送信、利用・加工、保管・パックアップ、消去・

廃棄等の作業)における作業責任者の設置及び作業担当者の限定

個人データを取り扱う情報システム運用責任者の設置及び担当者(システム管理者を含

む。)の限定

個人データの取扱いにかかわるそれぞれの部署の役割と責任の明確化

監査責任者の設置

監査実施体制の整備

個人データの取扱いに関する規程等に違反している事実文は兆候があることに気づいた場

合の、代表者等への報告連絡体制の整備

・ 個人データの漏えい等の事故が発生した場合、又は発生の可能性が高いと判断した場合

の、代表者等への報告連絡体制の整備

※ 個人データの漏えい等についての情報は代表窓口、苦情処理窓口を通じ、外部からも

たらされる場合もあるため、苦情の処理体制等との連携を図ることが望ましい(法第

31条を参照)。

漏えい等の事故による影響を受ける可能性のある本人への情報提供体制の整備

漏えい等の事故発生時における主務大臣及び認定個人情報保護団体等に対する報告体制の

整備

② 個人データの安全管理措置を定める規程等の整備と規程等に従った運用をする上で望まれる

事項

個人データの取扱いに関する規程等の整備とそれらに従った運用

個人データを取り扱う情報システムの安全管理措置に関する規程等の整備とそれらに従っ

た運用

※ なお、これらについてのより詳細な記載事項については、下記の【個人データの取扱

いに関する規程等に記載することが望まれる事項】を参照。
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個人データの取扱いに係る建物、部屋、保管庫等の安全管理に関する規程等の整備とそれ

らに従った運用

個人データの取扱いを委託する場合における受託者の選定基準、委託契約書のひな型等の

整備とそれらに従った運用

・ 定められた規程等に従って業務手続が適切に行われたことを示す監査証跡来の保持

※ 保持しておくことが望ましい監査証跡としては、個人データに関する情報システム利

用申請書、ある従業者に特別な権限を付与するための権限付与申請書、情報システム上

の利用者とその権限の一覧表、建物等への入退館(室)記録、個人データへのアクセス

の記録(例えば、だれがどのような操作を行ったかの記録)、教育受講者一覧表等が考

えられる。

③ 個人データの取扱い状況を一覧できる手段の整備をする上で望まれる事項

・ 個人データについて、取得する項目、通知した利用目的、保管場所、保管方法、アクセス

権限を有する者、利用期限、その他個人データの適正な取扱いに必要な情報を記した個人

データ取扱台帳の整備

個人データ取扱台帳の内容の定期的な確認による最新状態の維持

④ 個人データの安全管理措置の評価、見直し及び改善をする上で望まれる事項

監査計画の立案と、計画に基づく監査(内部監査又は外部監査)の実施

監査実施結果の取りまとめと、代表者への報告

監査責任者から受ける監査報告、個人データに対する社会通念の変化及び情報技術の進歩

に応じた定期的な安全管理措置の見直し及び改善

⑤ 事故文は違反への対処をする上で望まれる事項

事実関係、再発防止策等の公表

その他、以下の項目等の実施

ア)事実調査、イ)影響範囲の特定、ウ)影響を受ける可能性のある本人及び主務大臣等

への報告、エ)原因の究明、オ)再発防止策の検討・実施

【個人データの取扱いに関する規程等に記載することが望まれる事項】

以下、(i )取得・入力、 (ii)移送・送信、(出)利用・加工、Civ)保管・パックアップ、 (v)消去・

廃棄という、個人データの取扱いの流れに従い、そのそれぞれにつき規程等に記載することが望まれ

る事項を列記する。
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( i ) 取得・入力

i )作業責任者の明確化

個人データを取得する際の作業責任者の明確化

取得した個人データを情報システムに入力する際の作業責任者の明確化

(以下、併せて「取得・入力」という。)

ii)手続の明確化と手続に従った実施

取得・入力する際の手続の明確化

定められた手続による取得・入力の実施

権限を与えられていない者が立ち入れない建物、部屋(以下「建物等」という。)での入

力作業の実施

個人データを入力できる端末の、業務上の必要性に基づく限定

個人データ老人力できる端末に付与する機能の、業務上の必要性に基づく限定(例えば、

個人データを入力できる端末では、 CD-R、USBメモリ等の外部記録媒体を接続できないよ

うにする。)

出)作業担当者の識別、認証、権限付与

個人データを取得・入力できる作業担当者の、業務上の必要性に基づく限定

IDとパスワードによる認証、生体認証等による作業担当者の識別

作業担当者に付与する権限の限定

個人データの取得・入力業務を行う作業担当者に付与した権限の記録

iv)作業担当者及びその権限の確認

・ 手続の明確化と手続に従った実施及び作業担当者の識別、認証、権限付与の実施状況の確

認

アクセスの記録、保管と、権限外作業の有無の確認

(ii) 移送・送信

i)作業責任者の明確化

個人データを移送・送信する際の作業責任者の明確化

ii)手続の明確化と手続に従った実施

個人データを移送・送信する際の手続の明確化

定められた手続による移送・送信の実施

個人データを移送・送信する場合の個人データの暗号化(例えば、公衆回線を利用して個

人データを送信する場合)移送時におけるあて先確認と受領確認(例えば、配達記録郵便等

の利用)

F心{等におけるあて先番号確認と受領確認

個人データを記した文書をF心{等に放置することの禁止
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暗号鍵やパスワードの適切な管理

出)作業担当者の識別、認証、権限付与

個人データを移送・送信できる作業担当者の、業務上の必要性に基づく限定

IDとパスワードによる認証、生体認証等による作業担当者の識別

作業担当者に付与する権限の限定(例えば、個人データを、コンビュータネットワークを

介して送信する場合、送信する者は個人データの内容を閲覧、変更する権限は必要ない。)

個人データの移送・送信業務を行う作業担当者に付与した権限の記録

iv)作業担当者及びその権限の確認

・ 手続の明確化と手続に従った実施及び作業担当者の識別、認証、権限付与の実施状況の確

圭刃

アクセスの記録、保管と、権限外作業の有無の確認

(出) 利用・加工

i )作業責任者の明確化

個人データを利用・加工する際の作業責任者の明確化

ii)手続の明確化と手続に従った実施

個人データを利用・加工する際の手続の明確化

. 定められた手続による利用・加工の実施

権限を与えられていない者が立ち入れない建物等での利用・加工の実施

個人データを利用・加工できる端末の、業務上の必要性に基づく限定

個人データを利用・加工できる端末に付与する機能の、業務上の必要性に基づく、限定

(例えば、個人データを閲覧だけできる端末では、 CD-R、USBメモリ等の外部記録媒体を接

続できないようLこする。)

出)作業担当者の識別、認証、権限付与

個人データを利用・加工する作業担当者の、業務上の必要性に基づく限定

IDとパスワードによる認証、生体認証等による作業担当者の識別

作業担当者に付与する権限の限定(例えば、個人データを閲覧することのみが業務上必要

とされる作業担当者に対し、個人データの複写、複製を行う権限は必要ない。)

・ 個人データを利用・加工する作業担当者に付与した権限(例えば、複写、複製、印刷、削

除、変更等)の記録

iv)作業担当者及びその権限の確認

手続の明確化と手続に従った実施及び作業担当者の識別、認証、権限付与の実施状況の確

三刃
向。

アクセスの記録、保管と権限外作業の有無の確認
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Civ) 保管・パックアップ

i )作業責任者の明確化

個人データを保管・パックアップする際の作業責任者の明確化

ii)手続の明確化と手続に従った実施

個人データを保管・バックアップする際の手続※の明確化

※ 情報システムで個人データを処理している場合は、個人データのみならず、オベレー

テイングシステム (OS)やアプリケーションのバックアップも必要となる場合がある。

定められた手続による保管・パックアップの実施

個人データを保管・パックアップする場合の個人データの暗号化

. 暗号鍵やパスワードの適切な管理

・ 個人データを記録している媒体を保管する場合の施錠管理

個人データを記録している媒体を保管する部屋、保管庫等の鍵の管理

個人データを記録している媒体の遠陪地保管

個人データのバックアップから迅速にデータが復元できることのテストの実施

. 個人データのバックアップに関する各種事象や障害の記録

出)作業担当者の識別、認証、権限付与

個人データを保管・パックアップする作業担当者の、業務上の必要性に基づく限定

IDとパスワードによる認証、生体認証等による作業担当者の識別

作業担当者に付与する権限の限定(例えば、個人データをパックアップする場合、その作

業担当者は個人データの内容を閲覧、変更する権限は必要ない。)

個人データの保管・バックアップ業務を行う作業担当者に付与した権限(例えば、パック

アップの実行、保管庫の鍵の管理等)の記録

iv)作業担当者及びその権限の確認

手続の明確化と手続に従った実施及び作業担当者の識別、認証、権限付与の実施状況の確

認

アクセスの記録、保管と権限外作業の有無の確認

(v) 消去・廃棄

i )作業責任者の明確化

・ 個人データを消去する際の作業責任者の明確化

個人データを保管している機器、記録している媒体を廃棄する際の作業責任者の明確化

ii)手続の明確化と手続に従った実施

消去・廃棄する際の手続の明確化

定められた手続による消去・廃棄の実施

権限を与えられていない者が立ち入れない建物等での消去・廃棄作業の実施
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個人データを消去できる端末の、業務上の必要性に基づく限定

個人データが記録された媒体や機器をリース会社に返却する前の、データの完全消去(例

えば、意味のないデータを媒体に l回又は複数回上書きする。)

個人データが記録された媒体の物理的な破壊(例えば、シュレッダー、メディアシュレッ

ダ一等で破壊する。)

出)作業担当者の識別、認証、権限付与

・ 個人データを消去・廃棄できる作業担当者の、業務上の必要性に基づく限定

IDとパスワードによる認証、生体認証等による作業担当者の識別

作業担当者に付与する権限の限定

・ 個人データの消去・廃棄を行う作業担当者に付与した権限の記録

iv)作業担当者及びその権限の確認

手続の明確化と手続に従った実施及び作業担当者の識別、認証、権限付与の実施状況の確

圭刃
向山

アクセスの記録、保管、権限外作業の有無の確認

人的安全管理措置

人的安全管理措置とは、従業者に対する、業務上秘密と指定された個人データの非開示契約の締結

や教育・訓練等を行うことをいう。

【人的安全管理措置として講じなければならない事項】

①雇用契約時及び委託契約時における非開示契約の締結

②従業者に対する教育・訓練の実施

なお、管理者が定めた規程等を守るように監督することについては、法第21条を参照。

【各項目について講じることが望まれる事項】

①雇用契約時及び委託契約時における非開示契約の締結をする上で望まれる事項

従業者の採用時文は委託契約時における非開示契約の締結

※ 雇用契約文は委託契約等における非開示条項は、契約終了後も一定期間有効であるよ

うLこすることが望ましい。

非開示契約に違反した場合の措置に関する規程の整備

※ 個人データを取り扱う従業者ではないが、個人データを保有する建物等に立ち入る可

能性がある者、個人データを取り扱う情報システムにアクセスする可能性がある者につ

いてもアクセス可能な関係者の範囲及びアクセス条件について契約書等に明記すること

が望ましい。なお、個人データを取り扱う従業者以外の者には、情報システムの開発・

保守関係者、清掃担当者、警備員等が含まれる。
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② 従業者に対する周知・教育・訓練を実施する上で望まれる事項

個人データ及び情報システムの安全管理に関する従業者の役割及び責任を定めた内部規程

等についての周知

個人データ及び情報システムの安全管理に関する従業者の役割及び責任についての教育・

訓練の実施

従業者に対する必要かつ適切な教育・訓練が実施されていることの確認

物理的安全管理措置

物理的安全管理措置とは、入退館(室)の管理、個人データの盗難の防止等の措置をいう。

【物理的安全管理措置として講じなければならない事項】

① 入退館(室)管理の実施

②盗難等の防止

③ 機器・装置等の物理的な保護

【各項目について講じることが望まれる事項】

① 入退館(室)管理を実施する上で望まれる事項

・ 個人データを取り扱う業務上の、入退館(室)管理を実施している物理的に保護された室

内での実施

個人データを取り扱う情報システム等の、入退館(室)管理を実施している物理的に保護

された室内等への設置

② 盗難等を防止する上で望まれる事項

離席時の個人データを記した書類、媒体、携帯可能なコンビュータ等の机上等への放置の

禁止

離席時のパスワード付きスクリーンセイパ等の起動

個人データを含む媒体の施錠保管

氏名、住所、メールアドレス等を記載した個人データとそれ以外の個人データの分離保管

個人データを取り扱う'情報システムの操作マニュアルの机上等への放置の禁止

③ 機器・装置等を物理的に保護する上で望まれる事項

個人データを取り扱う機器・装置等の、安全管理上の脅威(例えば、盗難、破壊、破損)

や環境上の脅威(例えば、漏水、火災、停電)からの物理的な保護
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技術的安全管理措置

技術的安全管理措置とは、個人データ及びそれを取り扱う情報システムへのアクセス制御、不正ソ

フトウェア対策、情報システムの監視等、個人データに対する技術的な安全管理措置をいう。

【技術的安全管理措置として講じなければならない事項】

① 個人データへのアクセスにおける識別と認証

② 個人データへのアクセス制御

③ 個人データへのアクセス権限の管理

④個人データのアクセスの記録

⑤ 個人データを取り扱う情報システムについての不正ソフトウェア対策

⑥ 個人データの移送・送信時の対策

⑦個人データを取り扱う情報システムの動作確認時の対策

③ 個人データを取り扱う情報システムの監視

【各項目について講じることが望まれる事項】

① 個人データへのアクセスにおける識別と認証を行う上で望まれる事項

個人データに対する正当なアクセスであることを確認するためにアクセス権限を有する従

業者本人であることの識別と認証(例えば、 IDとパスワードによる認証、生体認証等)の

実施

※ IDとパスワードを利用する場合には、パスワードの有効期限の設定、同一又は類似

パスワードの再利用の制限、最低パスワード文字数の設定、一定回数以上ログインに失

敗したIDを停止する等の措置を講じることが望ましい。

個人データへのアクセス権限を有する各従業者が使用できる端末又はアドレス等の識別と

認証(例えば、 MACアドレス認証、 IPアドレス認証、電子証明書や秘密分散技術を用いた

認証等)の実施

② 個人データへのアクセス制御を行う上で望まれる事項

個人データへのアクセス権限を付与すべき従業者数の最小化

識別に基づいたアクセス制御(パスワード設定をしたファイルがだれでもアクセスできる

状態は、アクセス制御はされているが、識別がされていないことになる。このような場合に

は、パスワードを知っている者が特定され、かつ、アクセスを許可する者に変更があるたび

に、適切にパスワードを変更する必要がある。)

従業者に付与するアクセス権限の最小化

個人データを格納した情報システムへの同時利用者数の制限

個人データを格納した情報システムの利用時間の制限(例えば、休業日や業務時間外等の

時間帯には情報システムにアクセスできないようにする等)

個人データを格納した情報システムへの無権限アクセスからの保護(例えば、ファイア
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ウオール、ルータ等の設定)

個人データにアクセス可能なアプリケーションの無権限利用の防止(例えば、アプリケー

ションシステムに認証システムを実装する、業務上必要となる従業者が利用するコンビュー

タのみに必要なアプリケーションシステムをインストールする、業務上必要な機能のみメ

ニューに表示させる等)

※ 情報システムの特権ユーザーであっても、情報システムの管理上個人データの内容を

知らなくてもよいのであれば、個人データヘ直接アクセスできないようにアクセス制御

をすることが望ましい。

※ 特権ユーザーに対するアクセス制御については、例えば、トラステッドosやセキュ
アos、アクセス制御機能を実現する製品等の利用が考えられる。
個人データを取り扱う情報システムに導入したアクセス制御機能の有効性の検証(例え

ば、ウェブアプリケーションのぜい弱性有無の検証)

③ 個人データへのアクセス権限の管理を行う上で望まれる事項

個人データにアクセスできる者を許可する権限管理の適切かつ定期的な実施(例えば、定

期的に個人データにアクセスする者の登録を行う作業担当者が適当であるととを十分に審査

し、その者だけが、登録等の作業を行えるようにする。)

個人データを取り扱う'情報システムへの必要最小限のアクセス制御の実施

④ 個人データへのアクセスの記録を行う上で望まれる事項

個人データへのアクセスや操作の成功と失敗の記録(例えば、個人データへのアクセスや

操作を記録できない場合には、情報システムへのアクセスの成功と失敗の記録)

採取した記録の漏えい、滅失及びき損からの適切な保護

※ 個人データを取り扱う情報システムの記録が個人情報に該当する場合があることに留

意する。

⑤ 個人データを取り扱う情報システムについて不正ソフトウェア対策を実施する上で望まれる

事項

ウイルス対策ソフトウェアの導入

オペレーテイングシステム (OS)、アプリケーション等に対するセキュリティ対策用修正

ソフトウェア(いわゆる、セキュリティパッチ)の適用

不正ソフトウェア対策の有効性・安定性の確認(例えば、パターンファイルや修正ソフト

ウェアの更新の確認)

⑥ 個人データの移送(運搬、郵送、宅配便等)・送信時の対策の上で望まれる事項

移送時における紛失・盗難が生じた際の対策(例えば、媒体に保管されている個人データ

の暗号化)

盗聴される可能性のあるネットワーク(例えば、インターネットや無線LAN等)で個人
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データを送信(例えば、本人及び従業者による入力やアクセス、メールに添付してファイル

を送信する等を含むデータの転送等)する際の、個人データの暗号化

⑦個人データを取り扱う情報システムの動作確認時の対策の上で望まれる事項

情報システムの動作確認時のテストデータとして個人データを利用することの禁止

情報システムの変更時に、それらの変更によって'情報システム文は運用環境のセキュリ

ティが損なわれないことの検証

③個人データを取り扱う情報システムの監視を行う上で望まれる事項

個人データを取り扱う情報システムの使用状況の定期的な監視

個人データへのアクセス状況(操作内容も含む。)の監視

※ 個人データを取り扱う情報システムを監視した結果の記録が個人情報に該当する場合があ

ることに留意する。
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雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が

講ずべき措置に関する指針(平成十六年七月一日厚生労働省告示第二百五十九号)

個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八条の規定に基づき、雇用管理に関

する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針を次のように定

め、平成十七年四月一日から適用する。

第一趣旨

この指針は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)に定める事項に関し、雇用管

理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置について、その適切か

っ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。

なお、雇用管理に関する個人情報については、本指針によるほか、当該個人情報取扱事業者が行

う事業を所管する大臣等が策定した指針その他の必要な措置に留意するものとする。

第二用語の定義

法第二条に定めるもののほか、この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。

一事業者 法第二条第三項に規定する個人情報取扱事業者のうち雇用管理に関する個人情報を

取り扱う者をいう(第四に規定する場合を除く。)。

二労働者等 前号に規定する事業者に使用されている労働者、前号に規定する事業者に使用さ

れる労働者になろうとする者及びなろうとした者並びに過去において事業者に使用されていた者

をいう。

第三 事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項

法第十五条に規定する利用目的の特定に関する事項

事業者は利用目的の特定に当たっては、単に抽象的、一般的に特定するのではなく、労働者等

本人が、取得された当該本人の個人情報が利用された結果が合理的に想定できる程度に、具体

的、個別的に特定すること。

二 法第十六条及び法第二十三条第一項に規定する本人の同意に関する事項

事業者が労働者等本人の同意を得るに当たっては、当該本人に当該個人情報の利用目的を通知

し、文は公表した上で、当該本人が口頭、書面等により当該個人情報の取扱いについて承諾する

意思表示を行うことが望ましいこと。

三 法第二十条に規定する安全管理措置及び法第二十一条に規定する従業者の監督に関する事項

事業者は、雇用管理に関する個人データの安全管理のために次に掲げる措置を講ずるように努

めるものとすること。

三 雇用管理に関する個人データを取り扱う従業者及びその権限を明確にした上で、その業務を

行わせること 0

3 雇用管理に関する個人データは、その取扱いについての権限を与えられた者のみが業務の遂
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行上必要な限りにおいて取り扱うこと。

三雇用管理に関する個人データを取り扱う者は、業務上知り得た個人データの内容をみだりに

第三者に知らせ、文は不当な目的に使用してはならないこと。その業務に係る職を退いた後も

同様とすること。

g 雇用管理に関する個人データの取扱いの管理に関する事項を行わせるため、当該事項を行う
ために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから個人データ管理責任者を選

任すること。

~ 雇用管理に関する個人データ管理責任者及び個人データを取り扱う従業者に対し、その責務

の重要性を認識させ、具体的な個人データの保護措置に習熟させるため、必要な教育及び研修

を行うこと。

四 法第二十二条に規定する委託先の監督に関する事項

事業者は、雇用管理に関する個人データの取扱いの委託に当たって、次に掲げる事項に留意す

るものとすること。

三個人情報の保護について十分な措置を講じている者を委託先として選定するための基準を設

けること。

3 委託先が委託を受けた個人データの保護のために講ずべき措置の内容が委託契約において明
確化されていること。具体的な措置としては、以下の事項が考えられること。

① 委託先において、その従業者に対し当該個人データの取扱いを通じて知り得た個人情報

を漏らし、文は盗用しではならないこととされていること。

② 当該個人データの取扱いの再委託を行うに当たっては、委託元へその旨文書をもって報

告すること。

③ 委託契約期間等を明記すること。

④ 利用目的達成後の個人データの返却又は委託先における破棄若しくは削除が適切かつ確

実になされるとと。

⑤ 委託先における個人データの加工(委託契約の範囲内のものを除く。)、改ざん等を禁止

し、文は制限すること

⑥ 委託先における個人データの複写文は複製(安全管理上必要なパックアップを目的とす

るもの等委託契約範囲内のものを除く。)を禁止すること。

⑦ 委託先において個人データの漏えい等の事故が発生した場合における委託元への報告義

務を課すこと。

③ 委託先において個人データの漏えい等の事故が発生した場合における委託先の責任が明

確化されていること。

五 法第二十三条に規定する第三者提供に関する事項

事業者は、雇用管理に関する個人データの第三者への提供(法第二十三条第一項第一号から第

四号までに該当する場合を除く。)に当たって、次に掲げる事項に留意するものとすること。

三提供先において、その従業者に対し当該個人データの取扱いを通じて知り得た個人情報を漏

らし、文は盗用してはならないこととされていること。

三 当該個人データの再提供を行うに当たっては、あらかじめ文書をもって事業者の了承を得る
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こと。但し、当該再提供が、法第二十三条第一項第一号から第四号までに該当する場合を除く。

提供先における保管期間等を明確化すること。

利用目的達成後の個人データの返却文は提供先における破棄若しくは削除が適切かつ確実に

(
三
)
(
巴

なされること。

提供先における個人データの複写及び複製(安全管理上必要なパックアップを目的とするも

のを除く。)を禁止すること。

法第二十五条第一項に規定する保有個人データの開示に関する事項

事業者は、あらかじめ、労働組合等と必要に応じ協議した上で、労働者等本人から開示を求め

られた保有個人データについて、その全部文は一部を開示することによりその業務の適正な実施

に著しい支障を及ぼすおそれがある場合に該当するとして非開示とすることが想定される保有個

人データの開示に関する事項を定め、労働者等に周知させるための措置を講ずるよう努めなけれ

5 

-L.. 
/¥ 

ばならないこと。

法第二十九条第二項に規定する本人の利便を考慮した適切な措置に関する事項

事業者は、労働者等からの雇用管理に関する個人データの開示等の求めができるだけ円滑に行

われるよう、閲覧の場所及び時間等について十分配慮すること。

法第三十一条に規定する苦情の処理に関する事項

事業者は、雇用管理に関する個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理を行うため

苦情及び相談を受け付けるための窓口の明確化等必要な体制の整備に努めること。

九 その他事業主等が雇用管理に関する個人情報の適切な取扱いを確保するための措置を行うに当

七

八

たって配慮すべき事項

三事業者は、六に定める保有個人データの開示に関する事項その他雇用管理に関する個人情報

の取扱いに関する重要事項を定めるときは、あらかじめ労働組合等に通知し、必要に応じて、

協議を行うことが望ましいものであること。

三事業者は、九の三の重要事項を定めたときは、労働者等に周知することが望ましいものであ

ること。

個人情報取扱事業者以外の事業者による雇用管理に関する個人情報の取扱い

法第二条第三項に規定する個人』情報取扱事業者以外の事業者であって、雇用管理に関する個人情

報を取り扱う者は、第三に準じて、その適正な取扱いの確保に努めること。
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個人情報の保護に関する法律(平成十五年五月二十日法律第五十七号)

目次

第一章総則(第一条一第三条)

第二章 国及び地方公共団体の責務等(第四条ー第六条)

第三章 個人情報の保護に関する施策等

第一節 個人情報の保護に関する基本方針(第七条)

第二節 国の施策(第八条一第十条)

第三節地方公共団体の施策(第十一条一第十三条)

第四節 国及び地方公共団体の協力(第十四条)

第四章個人情報取扱事業者の義務等

第一節個人情報取扱事業者の義務(第十五条一第三十六条)

第二節 民間団体による個人情報の保護の推進(第三十七条一第四十九条)

第五章雑則(第五十条一第五十五条)

第六章 罰則(第五十六条一第五十九条)

附則

第一章総則

(目的)

第一条 との法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにか

んがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情

報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとと

もに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配

慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する'情報で、あって、当該情報に含ま

れる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容

易に照合するととができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

をいう。

2 との法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次

に掲げるものをいう。

一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索するととができるように体系的に構成したもの

二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成

したものとして政令で定めるもの

3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供してい

る者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
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国の機関

一地方公共団体

一 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第

五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)

四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定す

る地方独立行政法人をいう。以下同じ。)

五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないもの

として政令で定める者

4 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

5 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加文

は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ

で、あって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定め

るもの文は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。

6 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をい

つ。

(基本理念)

第三条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんが

み、その適正な取扱いが図られなければならない。

第二章 国及び地方公共団体の責務等

(国の責務)

第四条 国は、この法律の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を

総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第五条地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個

人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(法制上の措置等)

第六条 政府は、国の行政機関について、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目

的等を勘案し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう法制上の措置その他必要な

措置を講ずるものとする。

2 政府は、独立行政法人等について、その性格及び業務内容に応じ、その保有する個人情報の適正

な取扱いが確保されるよう法制上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。

3 政府は、前二項に定めるもののほか、個人情報の性質及び利用方法にかんがみ、個人の権利利益

の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報につい
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て、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとす

る。

第三章 個人情報の保護に関する施策等

第一節 個人情報の保護に関する基本方針

第七条政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保

護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向

一 国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項

一 地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項

四 独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項

五 地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項

六 個人情報取扱事業者及び第四十条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報

の保護のための措置に関する基本的な事項

七 個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項

八 その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項

3 内閣総理大臣は、国民生活審議会の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めな

ければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しな

ければならない。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第二節国の施策

(地方公共団体等への支援)

第八条 国は、地方公共団体が策定し、文は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民文は事業

者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、事業者等が

講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとす

る。

(苦情処理のための措置)

第九条 国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との聞に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図

るために必要な措置を講ずるものとする。

(個人情報の適正な取扱いを確保するための措置)

第十条 国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による
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個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。

第三節地方公共団体の施策

(地方公共団体等が保有する個人情報の保護)

第十一条地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案

し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなけれ

ばならない。

2 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その性格及び業務内容に応じ、そ

の保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければなら

ない。

(区域内の事業者等への支援)

第十二条 地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民

に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(苦情の処理のあっせん等)

第十三条 地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅

速に処理されるようLこするため、苦'情の処理のあっせんその他必要な措置を講ず、るよう努めなけれ

ばならない。

第四節 国及び地方公共団体の協力

第十四条 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものと

する。

(利用目的の特定)

第四章 個人情報取扱事業者の義務等

第一節個人情報取扱事業者の義務

第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用

目的」という。)をできる限り特定しなければならない。

2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有す

ると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(利用目的による制限)

第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された

利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
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2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継するこ

とに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個

人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱つてはならない。

3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

一法令に基づく場合

二 人の生命、身体文は財産の保護のために必要がある場合で、あって、本人の同意を得ることが困

難であるとき。

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同

意を得ることが困難であるとき。

四 国の機関若しくは地方公共団体文はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに

対して協力する必要がある場合で、あって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を

及ぼすおそれがあるとき。

(適正な取得)

第十七条個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

(取得に際しての利用目的の通知等)

第十八条個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表して

いる場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、文は公表しなければならない。

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契

約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方

式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得す

る場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、

本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体文は財産の保護の

ために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知

し、又は公表しなければならない。

4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

一 利用目的を本人に通知し、文は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他

の権利利益を害するおそれがある場合

二 利用目的を本人に通知し、文は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利文は正当な

利益を害するおそれがある場合

三 国の機関文は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場

合で、あって、利用目的を本人に通知し、文は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼす

おそれがあるとき。

四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
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(データ内容の正確性の確保)

第十九条個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かっ

最新の内容に保つよう努めなければならない。

(安全管理措置)

第二十条個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の

個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(従業者の監督)

第二十一条個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個

人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなら

ない。

(委託先の監督)

第二十二条個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取

扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な

監督を行わなければならない。

(第三者提供の制限)

第二十三条個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ない

で、個人データを第三者に提供してはならない。

一法令に基づく場合

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で、あって、本人の同意を得ることが因

難であるとき。

三 公衆衛生の向上文は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で、あって、本人の同

意を得ることが困難であるとき。

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに

対して協力する必要がある場合で、あって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を

及ぼすおそれがあるとき。

2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人

が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合で、あって、次に掲げる事

項について、あらかじめ、本人に通知し、文は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前

項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。

第三者への提供を利用目的とすること。

一 第三者に提供される個人データの項目

ー 第三者への提供の手段文は方法

四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

3 個人情報取扱事業者は、前項第二号文は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容に

円。
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ついて、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

4 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用について

は、第三者に該当しないものとする。

一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部文は

一部を委託する場合

二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合

三 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用さ

れる個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データ

の管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、文は本人

が容易に知り得る状態に置いているとき。

5 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的文は個人データの管理につ

いて責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、

本人に通知し、文は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

(保有個人データに関する事項の公表等)

第二十四条個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り

得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。

一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称

二 すべての保有個人データの利用目的(第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合を

除く。)

三 次項、次条第一項、第二十六条第一項文は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求め

に応じる手続(第三十条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含

む。)

四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政

令で定めるもの

2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求

められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のい

ずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合

二 第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合

3 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない

旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

(開示)

第二十五条個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該

本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)

を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開

示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その
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全部文は一部を開示しないことができる。

本人文は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

三他の法令に違反することとなる場合

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について

開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

3 他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が

識別される保有個人データの全部文は一部を開示することとされている場合には、当該全部文は一

部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。

(訂正等)

第二十六条個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実

でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において

「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別

の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調

査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一

部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞

なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。

(利用停止等)

第二十七条個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の

規定に違反して取り扱われているという理由文は第十七条の規定に違反して取得されたものである

という理由によって、当該保有個人データの利用の停止文は消去(以下この条において「利用停止

等」という。)を求められた場合で、あって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を

是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならな

い。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行

うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要な乙れに代わるべき措置をとる

ときは、この限りでない。

2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項の

規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提

供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当

該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第

三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場

合で、あって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限り

でない。

3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部に

ついて利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規
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定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき

若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通

知しなければならない。

(理由の説明)

第二十八条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第三項、第二十五条第二項、第二十六条第二項又は

前条第三項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない

旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を

説明するよう努めなければならない。

(開示等の求めに応じる手続)

第二十九条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項、第二十五条第一項、第二十六条第一項文は

第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求め(以下この条において「開示等の求めJとい

う。)に関し、政令で定めるととろにより、その求めを受け付ける方法を定めることができる。こ

の場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならない。

2 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特

定するに足りる事項の提示を求めることができる。乙の場合において、個人情報取扱事業者は、本

人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情

報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。

3 開示等の求めは、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。

4 個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たって

は、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。

(手数料)

第三十条個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項の規定による利用目的の通知又は第二十五条第

一項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができ

る。

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であ

ると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。

(個人情報取扱事業者による苦情の処理)

第三十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めな

ければならない。

2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならな

し"0
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(報告の徴収)

第三十二条主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、

個人情報の取扱いに関し報告をさせることができる。

(助言)

第三十三条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、

個人情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。

(勧告及び命令)

第三十四条 主務大臣は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十七

条まで又は第三十条第二項の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があ

ると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するた

めに必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告

に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるとき

は、当該個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3 主務大臣は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十七条、第二十条

から第二十二条まで又は第二十三条第一項の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を

害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対

し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることがで

きる。

(主務大臣の権限の行使の制限)

第三十五条主務大臣は、前三条の規定により個人情報取扱事業者に対し報告の徴収、助言、勧告又

は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げては

ならない。

2 前項の規定の趣旨に照らし、主務大臣は、個人情報取扱事業者が第五十条第一項各号に掲げる者

(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報を提供する

行為については、その権限を行使しないものとする。

(主務大臣)

第三十六条 この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、この

節の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、個人情報取扱事業者が行う個人情報の取

扱いのうち特定のものについて、特定の大臣文は国家公安委員会(以下「大臣等」という。)を主

務大臣に指定することができる。

一 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労

働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び当該個人情報取扱事業者

が行う事業を所管する大臣等
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二 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、

当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等

2 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなけれ

ばならない。

3 各主務大臣は、この節の規定の施行に当たっては、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければな

らない。

第二節 民間団体による個人情報の保護の推進

(認定)

第三十七条個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行

おうとする法人(法人でない団体で代表者文は管理人の定めのあるものを含む。次条第三号ロにお

いて同じ。)は、主務大臣の認定を受けることができる。

一 業務の対象となる個人情報取扱事業者(以下「対象事業者」という。)の個人情報の取扱いに

関する 第四十二条の規定による苦情の処理

二 個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供

三 前二号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務

2 前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、主務大臣に申請しなければなら

ない。

3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(欠格条項)

第三十八条次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。

ー この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、文は執行を受けることがなくなった

日から二年老経過しない者

二 第四十八条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 その業務を行う役員(法人でない団体で代表者文は管理人の定めのあるものの代表者又は管理

人を含む。以下乙の条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

イ 禁鋼以上の刑に処せられ、文はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又

は執行を受けることがなくなった日からこ年を経過しない者

ロ 第四十八条第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの目前三十日

以内にその役員で、あった者でその取消しの日から二年を経過しない者

(認定の基準)

第三十九条 主務大臣は、第三十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認

めるときでなければ、その認定をしてはならない。

一 第三十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定めら

れているものであること。
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二第三十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的

基礎を有するものであること。

三第三十七条第一項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことに

よって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。

(廃止の届出)

第四十条第三十七条第一項の認定を受けた者(以下「認定個人情報保護団体」という。)は、その

認定に係る業務(以下「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところに

より、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(対象事業者)

第四十一条認定個人情報保護団体は、当該認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業

者文は認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者を対象事業者としなけれ

ばならない。

2 認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名文は名称を公表しなければならない。

(苦情の処理)

第四十二条認定個人情報保護団体は、本人等から対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情につ

いて解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情

を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めな

ければならない。

2 認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当

該対象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3 対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由が

ないのに、これを拒んではならない。

(個人'情報保護指針)

第四十三条認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保のために、利用

目的の特定、安全管理のための措置、本人の求めに応じる手続その他の事項に関し、乙の法律の規

定の趣旨に沿った指針(以下「個人情報保護指針」という。)を作成し、公表するよう努めなければ

ならない。

2 認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を公表したときは、対象事業者に

対し、当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置をとるよう努めなけ

ればならない。

(目的外利用の禁止)

第四十四条 認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供す
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る目的以外に利用してはならない。

(名称の使用制限)

第四十五条認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわ

しい名称を用いてはならない。

(報告の徴収)

第四十六条主務大臣は、乙の節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対

し、認定業務に関し報告をさせることができる。

(命令)

第四十七条主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対

し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命

ずることができる。

(認定の取消し)

第四十八条 主務大臣は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定

を取り消すことができる。

第三十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

一 第三十九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。

一 第四十四条の規定に違反したとき。

四前条の命令に従わないとき。

五不正の手段により第三十七条第一項の認定を受けたとき。

2 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(主務大臣)

第四十九条 この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、乙の

節の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、第三十七条第一項の認定を受けようとす

る者のうち特定のものについて、特定の大臣等を主務大臣に指定することができる。

一 設立について許可又は認可を受けている認定個人情報保護団体(第三十七条第一項の認定を受

けようとする者を含む。次号において同じ。)については、その設立の許可文は認可をした大臣

等

二 前号に掲げるもの以外の認定個人情報保護団体については、当該認定個人情報保護団体の対象

事業者が行う事業を所管する大臣等

2 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなけれ

ばならない。
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第五章雑則

(適用除外)

第五十条個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的

の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。

一放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。)報道の用に

供する目的

二著述を業として行う者 著述の用に供する目的

三大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用

に供する目的

四宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

五政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

2 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知ら

せること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。

3 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措

置、個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要

な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

(地方公共団体が処理する事務)

第五十一条 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるととろにより、地方

公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。

(権限文は事務の委任)

第五十二条 この法律により主務大臣の権限又は事務に属する事項は、政令で定めるところにより、

その所属の職員に委任することができる。

(施行の状況の公表)

第五十三条 内閣総理大臣は、関係する行政機関(法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府

を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律

第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法

律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。次条において同じ。)の長に対し、この法律

の施行の状況について報告を求めることができる。

2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(連絡及び協力)

第五十四条 内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長は、相互に緊密に連絡し、及

び協力しなければならない。
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(政令への委任)

第五十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

第六章罰則

第五十六条第三十四条第二項文は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役文は

三十万円以下の罰金に処する。

第五十七条第三十二条文は第四十六条の規定による報告をせず、文は虚偽の報告をした者は、

三十万円以下の罰金に処する。

第五十八条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項におい

て同じ。)の代表者文は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人文は人の業

務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、

各本条の罰金刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟

行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人文は被疑者とする場合の刑事訴訟に関す

る法律の規定を準用する。

第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

第四十条第一項の規定による届出をせず、文は虚偽の届出をした者

一 第四十五条の規定に違反した者

附則(平成十五年五月二十日付平成十五年法律第五十七号)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章から第六章まで及び附則第二条から第

六条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。

(本人の同意に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、そ

の同意が第十五条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを

認める旨の同意に相当するものであるときは、第十六条第一項文は第二項の同意があったものとみ

なす。

第三条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、そ

の同意が第二十三条第一項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当する

ものであるときは、同項の同意があったものとみなす。
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(通知に関する経過措置)

第四条第二十三条第二項の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなけれ

ばならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当

該通知は、同項の規定により行われたものとみなす。

第五条第二十三条第四項第三号の規定により本人に通知し、文は本人が容易に知り得る状態に置か

なければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているとき

は、当該通知は、同号の規定により行われたものとみなす。

(名称の使用制限に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用い

ている者については、第四十五条の規定は、同条の規定の施行後六月間は、適用しない。

附則(平成十五年七月十六日 法律第百十九号)抄

(施行期日)

第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八条)の施行の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第六条の規定個人情報保護に関する法律の施行の日文はこの法律の施行の日のいずれか遅い

日

(その他の経過措置の政令への委任)

第六条 乙の附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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個人情報の保護に関する法律の一部の施行期日を定める政令

(平成十五年十二月十日政令第五百六号)

内閣は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)附則第一条ただし書の規定に

基づき、この政令を制定する。

個人情報の保護に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成十七年四月一

日とする。

個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年十二月十日政令第五百七号)

内閣は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項第二号、第三項

第四号及び第五項、第二十四条第一項第四号、第二十五条第一項、第二十九条第一項及び第三項、第

三十七条第二項、第四十条第一項、第五十一条、第五十二条並びに第五十五条の規定に基づき、この

政令を制定する。

(個人情報データベース等)

第一条個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第二号の政令で定めるも

のは、これに含まれる個人'情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に

検索することができるように体系的に構成した'情報の集合物で、あって、目次、索引その他検索を容

易にするためのものを有するものをいう。

(個人情報取扱事業者から除外される者)

第二条 法第二条第三項第五号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等

を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は

一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名文は住所若しくは居所(地

図上文は電子計算機の映像面上において住所文は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは

電話番号のみが含まれる場合で、あって、乙れを編集し、文は加工することなくその事業の用に供す

るときは、当該個人情報データベース等の全部文は一部を構成する個人情報によって識別される特

定の個人の数を除く。)の合計が過去六月以内のいずれの自においても五千を超えない者とする。

(保有個人データから除外されるもの)

第三条 法第二条第五項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人文は第三者の生命、身体文は財産に危

害が及ぶおそれがあるもの

一 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法文は不当な行為を助長し、又は誘発す
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るおそれがあるもの

三 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは

国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るお

それがあるもの

四 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の

安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの

(保有個人データから除外されるものの消去までの期間)

第四条第二条第五項の政令で定める期間は、六月とする。

(保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項)

第五条第二十四条第一項第四号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先

二 当該個人'情報取扱事業者が認定個人'情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認

定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先

(個人情報取扱事業者が保有個人データを開示する方法)

第六条 法第二十五条第一項の政令で定める方法は、書面の交付による方法(開示の求めを行った者

が同意した方法があるときは、当該方法)とする。

(開示等の求めを受け付ける方法)

第七条 法第二十九条第一項の規定により個人情報取扱事業者が開示等の求めを受け付ける方法とし

て定めることができる事項は、次に掲げるとおりとする。

一 開示等の求めの申出先

二 開示等の求めに際して提出すべき書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録を含む。)の様式その他の開示等の求めの方式

一 開示等の求めをする者が本人又は次条に規定する代理人であるととの確認の方法

四 法第三十条第一項の手数料の徴収方法

(開示等の求めをすることができる代理人)

第八条 法第二十九条第三項の規定により開示等の求めをするととができる代理人は、次に掲げる代

理人とする。

未成年者文は成年被後見人の法定代理人

二 開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人

(認定個人情報保護団体の認定の申請)

第九条 法第三十七条第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提

出してしなければならない。
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名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名

一 認定の申請に係る業務を行おうとする事務所の所在地

一 認定の申請に係る業務の概要

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

定款、寄附行為その他の基本約款

一 認定を受けようとする者が法第三十八条各号の規定に該当しないことを誓約する書面

一 認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類

四 認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにす

る書類

五 最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎

を有することを明らかにする書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、そ

の設立時における財産目録)

六 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類

七 対象事業者の氏名文は名称を記載した書類及び当該対象事業者が認定を受けようとする者の構

成員であること又は認定の申請に係る業務の対象となることについて同意した者であることを証

する書類

八 認定の申請に係る業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書

類

九 その他参考となる事項を記載した書類

3 認定個人情報保護団体は、第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は前項第二号から第四号

まで、第六号若しくは第八号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その

旨(同項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、その理由を含む。)を記載し

た届出書を主務大臣に提出しなければならない。

(認定業務の廃止の届出)

第十条認定個人情報保護団体は、認定業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月

前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名

一 法第四十二条第一項の申出の受付を終了しようとする日

ー 認定業務を廃止しようとする日

四認定業務を廃止する理由

(地方公共団体の長等が処理する事務)

第十一条 法第三十二条から第三十四条までに規定する主務大臣の権限に属する事務は、個人情報取

扱事業者が行う事業であって当該主務大臣が所管するものについての報告の徴収、検査、勧告その

他の監督に係る権限に属する事務の全部又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長その他

の執行機関(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)が行うこととされているとき

は、当該地方公共団体の長等が行う。この場合において、当該事務を行うこととなる地方公共団体
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の長等が二以上あるときは、法第三十二条及び第三十三条に規定する主務大臣の権限に属する事務

は、各地方公共団体の長等がそれぞれ単独に行うことを妨げない。

2 法第三十七条、第四十条及び第四十六条から第四十八条までに規定する主務大臣の権限に属する

事務は、認定個人情報保護団体(法第三十七条第一項の認定を受けようとする者を含む。)で、あっ

てその設立の許可文は認可に係る主務大臣の権限に属する事務が他の法令の規定により地方公共団

体の長等が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行う。

3 第一項の規定は、主務大臣が自ら同項に規定する事務を行うことを妨げない。

4 第一項の規定により同項に規定する主務大臣の権限に属する事務を行った地方公共団体の長等

は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

5 第一項及び第二項に規定する場合においては、法及びこの政令中これらの規定に規定する事務に

係る主務大臣に関する規定は、地方公共団体の長等に関する規定として地方公共団体の長等に適用

があるものとする。

(権限又は事務の委任)

第十二条主務大臣は、法第五十二条の規定により、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第

四十九条第一項の庁の長、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の庁の

長文は警察庁長官に法第三十二条から第三十四条まで、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第

四十六条から第四十八条までに規定する権限文は事務のうちその所掌に係るものを委任することが

できる。

2 主務大臣(前項の規定によりその権限又は事務が内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長文は国

家行政組織法第三条第二項の庁の長に委任された場合にあっては、その庁の長)は、法第五十二

条の規定により、内閣府設置法第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第

十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職、同法第四十三条若しくは第五十七条

の地方支分部局の長又は国家行政組織法第七条の官房、局若しくは部の長、同法第九条の地方支分

部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に法第三十二条から第三十四条まで、第

三十七条、第三十九条、第四十条及び第四十六条から第四十八条までに規定する権限文は事務のう

ちその所掌に係るものを委任することができる。

3 警察庁長官は、法第五十二条の規定により、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十九条

第一項の長官官房若しくは局、同条第二項の部又は同法第三十条第一項の地方機関の長に第一項の

規定により委任された権限文は事務を委任することができる。

4 主務大臣、内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長、国家行政組織法第三条第二項の庁の長文は

警察庁長官は、前三項の規定により権限文は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の

官職、委任する権限文は事務及び委任の効力の発生する白老公示しなければならない。

(主務大臣による権限の行使)

第十三条 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いについて、法第三十六条第一項の規定による

主務大臣が二以上あるときは、法第三十二条及び第三十二条に規定する主務大臣の権限は、各主務

大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
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2 前項の規定によりその権限を単独に行使した主務大臣は、速やかに、その結果を他の主務大臣に

通知するものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十三条までの規定は、平成十七年四月

一日から施行する。

附則(平成十六年十二月十日 政令第三百八十九号)

この政令は、交付の日から施行し、この政令による改正後の個人情報の五個に関する法律施行令第

二条の規定は、平成十六年十月一日から適用する。
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